
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する同法第

２４３条の３第１項及び熊本県後期高齢者医療広域連合財政状況の公表に関する

条例（平成１９年３月２７日条例第２２号）第２条の規定により、熊本県後期高

齢者医療広域連合財政状況を別紙のとおり公表する。

　熊本県後期高齢者医療広域連合

　広域連合長　大　西　　一　史
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熊本県後期高齢者医療広域連合財政状況について



当初予算額 補正予算額 配当替額 予算現額 収入済額
収入率
(%)

1
分担金及び
負 担 金

226,140,000 0 0 226,140,000 226,140,000 100.0

2 繰 越 金 35,000,000 18,585,000 0 53,585,000 53,585,432 100.0

3 諸 収 入 375,000 0 0 375,000 666,412 177.7

261,515,000 18,585,000 0 280,100,000 280,391,844 100.1

当初予算額 補正予算額
予算流用・

予備費充当額 予算現額 支出済額
執行率
(%)

1 議 会 費 2,661,000 0 0 2,661,000 1,294,823 48.7

2 総 務 費 257,854,000 △1,625,000 0 256,229,000 243,132,415 94.9

3 予 備 費 1,000,000 20,210,000 0 21,210,000 0 0.0

261,515,000 18,585,000 0 280,100,000 244,427,238 87.3

１　まえがき

　ここに公表する「財政状況」は、熊本県後期高齢者医療広域連合の予算の執行状況を示
したものです。
　熊本県民の皆様に本広域連合の財政事情をお知らせすることで、主要な施策や財政運営
についての御理解と御協力をいただくために、毎年５月と１１月に公表しています。
　今回は、令和２年度における一般会計及び後期高齢者医療特別会計の予算について、令
和３年３月３１日現在の執行状況を公表します。
　なお、各会計予算とも令和３年４月１日から令和３年５月３１日までの出納整理期間中
の収入と支出の処理を行いますので、今回公表する内容と決算額は異なりますことを予め
御了承ください。

２　令和２年度一般会計予算の執行状況（令和３年３月３１日現在）

（単位：円）

(１) 歳入
　一般会計の歳入は、県内４５市町村から四半期ごとに支払われる事務費負担金のほか、
令和元年度決算による繰越金などになります。

【歳入執行状況】
（単位：円）

歳出合計

款

(２) 歳出
　一般会計の歳出は、広域連合の事務所や機器等の維持管理に係る経費などになります。
　主な支出は、広域連合職員の派遣元団体への給与等に係る負担金や、広域連合の事務所
使用料などとなります。

款

歳入合計

【歳出執行状況】



当初予算額 補正予算額 配当替額 予算現額 収入済額
収入率
(%)

1 市 町 村 支 出 金 46,660,082,000 708,824,000 0 47,368,906,000 47,265,503,036 99.8

2 国 庫 支 出 金 97,109,043,000 4,412,597,000 0 101,521,640,000 101,990,861,115 100.5

3 県 支 出 金 23,912,784,000 △759,068,000 0 23,153,716,000 23,153,716,241 100.0

4 支払基金交付金 113,152,826,000 0 0 113,152,826,000 111,516,360,000 98.6

5
特別高額医療費
共同事業交付金

83,960,000 0 0 83,960,000 67,944,821 80.9

6 繰 越 金 5,897,184,000 2,463,470,000 0 8,360,654,000 8,360,654,642 100.0

7
県 財 政 安 定 化
基 金 借 入 金

1,000 0 0 1,000 0 0.0

8 諸 収 入 381,755,000 67,962,000 0 449,717,000 405,148,925 90.1

287,197,635,000 6,893,785,000 0 294,091,420,000 292,760,188,780 99.5歳入合計

３　令和２年度後期高齢者医療特別会計予算の執行状況（令和３年３月３１日現在）

(１) 歳入
　特別会計の歳入は、医療給付に充てるために、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づ
き支払われる市町村や国、県、社会保険診療報酬支払基金からの負担金等が中心となっていま
す。
　令和２年度における主な収入は、定率の公費負担分となる療養給付費負担金や、若年世代か
らの支援金として社会保険診療報酬支払基金から支払われる後期高齢者交付金、市町村からの
保険料等負担金等となっています。これらの費目については、各月毎に分けて支払われていま
す。

【歳入執行状況】
（単位：円）

款



当初予算額 補正予算額
予算流用・

予備費充当額 予算現額 支出済額
執行率
(%)

1 総 務 費 760,985,000 600,000 0 761,585,000 585,462,249 76.9

2 保 険 給 付 費 283,428,367,000 36,348,000 0 283,464,715,000 273,846,666,902 96.6

3
県 財 政 安 定 化
基 金 拠 出 金

1,000 0 0 1,000 0 0.0

4
特別高額医療費
共同事業拠出金

83,880,000 2,613,000 0 86,493,000 83,649,000 96.7

5 保 健 事 業 費 701,132,000 △39,997,000 0 661,135,000 398,161,318 60.2

6 公 債 費 1,000 0 0 1,000 0 0.0

7 諸 支 出 金 1,826,000,000 2,377,513,000 0 4,203,513,000 4,194,015,285 99.8

8 予 備 費 397,269,000 4,516,708,000 0 4,913,977,000 0 0.0

287,197,635,000 6,893,785,000 0 294,091,420,000 279,107,954,754 94.9

款

歳出合計

(２) 歳出
　特別会計の歳出は、保険給付費が中心となっており、内訳は、病気や怪我による通常の診察
や、薬剤の支給等を対象とする療養給付費のほか、療養費、高額療養費、高額介護合算療養
費、葬祭費、審査支払手数料等となっています。
　保険給付費以外の支出では、総務費として各種業務の委託や制度の運用に要した費用を、保
健事業費として保健指導、健診関連の事業に要した費用を支出しました。
　また、諸支出金は、令和元年度後期高齢者医療給付費国庫負担金の額の確定に伴う償還金等
となっています。

【歳出執行状況】
（単位：円）



４　財産、地方債及び一時借入金の状況

(１) 財産

①公有財産

区　　分 令和２年９月末現在 令和３年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

②物品

区　　分 令和２年９月末現在 令和３年３月末現在 増　　減

自動車 １台 １台 -

財務会計システム等機
器（サーバー含）

一式 － 令和3年3月廃棄

情報資産管理システム
(ｻｰﾊﾞｰ・ﾈｯﾄﾜｰｸ機器)

一式 一式 -

③債権

区　　分 令和２年９月末現在 令和３年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

④基金

区　　分 令和２年９月末現在 令和３年３月末現在 増　　減

該当なし － － －

(２) 地方債

(３) 一時借入金

　令和２年度下半期における地方債の借入実績及び現在高はありません。

　令和２年度の一時借入金限度額は２００億円となっていますが、下半期における借入
実績及び現在高はありません。

※取得単価が１件１００万円以上の備品のみを重要備品として掲載しています。



５　一般会計歳入歳出の構成状況　（令和３年３月３１日現在）

一般会計歳入合計額　 一般会計歳出合計額　
　２８０，３９２千円 　２４４，４２７千円

６　特別会計歳入歳出の構成状況　（令和３年３月３１日現在）

特別会計歳入合計額　 特別会計歳出合計額　
　２９２，７６０，１８９千円 　２７９，１０７，９５５千円
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